
 
 

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ＣＡＴＶ放送センター

指定管理者募集について 

 

 組合が設置している次の施設について令和６年４月１日から管理運営を行う指定

管理者を募集します。 

 

１．対象施設・規模 

名称：新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ＣＡＴＶ放送センター 

(有線テレビジョン放送施設設置許可 第 16005 号 2002 年 4 月 12 日) 

規模：①放送エリア 黒部市、入善町、朝日町全域 

     ②伝送路   （ＨＦＣ） 光・同軸ハイブリッド方式 延長 1,028km 

（ＦＴＴＨ）光ファイバーケーブル   延長  761km 

    ③施設の規模（ＨＦＣ） 引込端子数        28,004 端子 

（ＦＴＴＨ）引込端子数        35,840 端子 

    ④放送センター 入善町健康交流プラザ「サンウェル」内 

２．指定管理期間 

 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

３．申請資格 

・法人等の団体であること。 

・富山県内に主たる事務所を置く者 

・ケーブルテレビ事業に関する知識を有し、施設の維持管理・放送業務・通信運

用業務について知識を有するもの 

・共同体での申請を可とします 

４．指定管理者が行う業務の範囲・内容 

・施設の管理及び運営に関すること 

  ①施設の管理・運営 

  ②料金徴収・加入者対応・営業・企画 

  ③番組制作・放送・管理業務、番組審議会、番組編成会議に関すること 

  ④インターネット及びその付帯サービスに関すること 

・施設及び設備の維持管理に関すること 

  ①施設及び設備の機能保持 

 

 



・その他業務に関すること 

①関係団体との連絡調整 

  ②その他 

 (ただし、料金の設定、整備計画の策定等ケーブルテレビの根幹に係る事項や議会対応等を除きます) 

５．番組制作・放送、施設保守管理、FTTH 通信運用業務の指定 

  公募においては、現行の運用レベルを安全に維持するため、番組制作業務、施

設保守管理業務、ＦＴＴＨ通信運用業務については、原則として組合が指定する

以下の業者と委託契約を締結し、業務に当たることとします。 

 ・番組制作・放送業務   ：新川広域圏ＣＡＴＶ自主放送番組制作共同企業体 

 ・施設保守管理業務    ：ＮＥＣネッツエスアイ(株)富山営業所 

 ・FTTH 通信運用業務 ：(株)ＴＡＭ 

６．管理に要する経費 

 ・使用料は全て組合の収入とし、運営に係る経費について指定管理料を支払う

料金収受代行制の採用 

 ・５年間の指定管理料は、2,638,745 千円            (単位：千円) 

年度 R6※ R7※ R8※ R9 R10 

指定管理料 552,511 522,467 522,465 520,651 520,651 

   <令和４年度決算額等に基づき積算> 

 ※各年度追加加算額 R6：FTTH 加入促進費(30,000) 

R6～8：番組購入手数料過年度精算金(R6:1,860、R7：1,816、R8：1,814) 

 ・修繕費・保守料、水道光熱費、備品購入費、加入促進費(FTTH 通信運用業務委

託料相当分)については、毎年精算し、不用額については返還 

 ・指定管理料で購入した備品についてはその所有権は組合に帰属 

７．スケジュール 

 令和５年 ９月 ４日(月)～９月 14 日(木) 募集要項等の配付、申請受付 

９月 15 日(金)         公募説明会の開催 

      ９月 15 日(金)～９月 22 日(金) 質問の受付※9 月 29 日(金)まで随時回答 

10 月 ６日(金)         申請書提出期限 

10 月 中旬     選定委員会による選定（指定管理候補者の選定） 

12 月組合議会（12 月下旬）  指定管理者指定の議決 

                      指定管理者の指定、告示 

                      指定管理者との協定書の締結 

 令和６年 ４月 １日(月)         指定管理者による管理開始 


